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中山間地域等総合対策に対する意見

平成２１年６月１６日

全 国 農 業 会 議 所

以下は、この提案をまとめるに当たり、都道府県農業会議が市町村農業委員会を通

じて、本対策の取り組み事例と課題について収集を行ったものを整理したものである。

Ⅰ．各地の検証事例

１．静岡県掛川市東山地区

（直接支払交付金を活用して農産物加工販売施設を設置）

農産物加工販売施設「東山いっぷく処」は、３月下旬から５月末まで営業し、お

茶をはじめ、新たに開発した茶文字まんじゅう、筍、ワラビ等の地場農産物、それ

らを加工した弁当や菓子等、豊富な品目を提供。生産者は、東山茶ブランドの情報

発信等のＰＲを図ることができ、消費者の生の声を聞くことによる消費者ニーズの

把握などができ、販売知識と生産意欲の向上が図られている。

当施設は、茶農家のみにこだわらず、東山地域全体１２０戸の当番制で運営され

ており、住民による協働の広がりとともに、地域活性化の拠点としても期待されて

いる。

２．愛知県豊田市押井町

（耕作放棄地発生防止を目的とした協定。集落全体で農地を保持。猪を集落から、自

然の山へ）

耕作放棄地の発生や獣害の抑制、水路・農道の共同管理、農業機械の共同利用の

推進を目的に協定を締結し、集落全体で農地を保持している。

共同活動による、水路・農道の清掃・草刈・補修や山際林地の陰刈りなどを中心

に活動してきたが、年々猪等による被害が甚大になってきたため、平成１９年度よ

り集落全体で獣害対策に取り組み、勉強会を発端に被害調査・獣害対策実施計画の

策定及び荒地等の共同草刈を実施し、平成２０年度からは防除柵の共同設置・捕獲

檻の購入・わな猟免許の取得などを実施している。

３．長野県長野市坂中地区

（平成１２年度に協定締結以来、豚の放牧等のさまざまな活動を実施）

長野市坂中（さかなか）地区では、平成１２年度に中山間地域等直接支払制度を

導入し、畑を中心に１０ ha を農業者３０人で協定締結した。平成１３年度は、景
観作物（ヒマワリ）の植え付け、地元小学生の農業体験の受け入れ、大豆の共同栽

培と手作り豆腐の講習会等の活動を実施した。平成１４年度からは、荒廃農地を復

元し、振興作物の導入を始めている（タラの木、根曲竹、ブルーベリー等）。
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また、平成１８年度からは、豚を放牧させて荒廃農地復元の取り組み等を行って

おり、農地を守っていくという認識が醸成されてきている。

４．和歌山県田辺市上秋津地区

（高品質みかんの生産、鳥獣害対策の取組み）

マスタープランの目標を高品質みかんの生産とし、マルチ設置園の割合アップ、

減農薬栽培の拡大に向けて取り組んでいる。また、鳥獣害対策については集落内で

の捕獲体制整備を重点的に取り組んでいる（協定面積：３１３ ha 、協定参加者：
２７９名）。

結果、マルチ設置面積、減農薬栽培の面積拡大に繋がるとともに、鳥獣害対策に

おいては、捕獲者の増加等により捕獲数が増え、被害の軽減に大きく貢献している。

５．鳥取県倉吉市

（小人数の２集落が連携した地域活動。グリーン･ツーリズム拠点も共同運営）

倉吉市の最奥部の小泉集落（４戸）と米富集落（８戸）は別々に協定を締結して

いるものの、少数での集落維持と農地維持は大きな課題。そこで相互に連携し地域

活動等を行いながら、６ kmもの水路、１４ haの農地の維持管理に当たっている。
また、グリーン・ツーリズム拠点「清流遊 YOU 村」（渓流釣り場、バーベキュ

ーハウス、農産物加工施設等）の共同運営にも取り組み、特産わさびの販売、農作

業体験、ほたる祭の実施等により都市との交流活動を展開、地域活性化を図ってい

る（遊 YOU村利用者約７千名、ほたる祭約２百名ほか）。

６．島根県

（１）鹿足郡吉賀町大井谷集落

（棚田を活かした地域づくり）

室町時代末期に開拓されたといわれる棚田を保全し、良質米の栽培を通じた都市

との交流を積極的に行っている、棚田オーナー制度・トラスト制度の実施、「大井

谷棚田まつり」の開催による都市との交流。小学生との連携による体験学習の実施。

協定に基づく様々な取組みにより棚田が保全・回復され、交流人口の創出と地域

の活性化につながっている。

（２）益田市美都町酒屋原集落

（高齢化に対応。環境や景観にも配慮し、芝桜植栽）

集落内での高齢化が進む中で、後継者が減少しても農業が行えるために、機械の

共同化や担い手への農地の集積を行っている。特に環境にやさしい農業の推進や美

しい集落を目指して、農道方面に芝桜を植える取組みを行っている。

（３）隠岐郡隠岐の島町上三里集落

（担い手へ農地集積を進め、集落全体で水田を守る）

集落の高齢化が進む中、担い手への農地集積を図ることで安定的な営農の実現を

図る。「認定農業者等の担い手及び、町農業公社に対し、基幹的農作業の受委託」、
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「担い手に利用権設定」、「高齢者も、各自に合った農作業に携わるような営農」

を推進する。

（４）隠岐郡隠岐の島町湊地区

（機械・施設の共同利用や地元の小学校との連携）

集落の高齢化が進む中、新規就農者を確保し、農作業にかかる機械・施設の共同

利用を推進することで将来の営農継続に資する取組みを行う。

体験水田を設け、地元の小学生児童等が、水田作りを通して、「自然のすばらし

さ」「農家の苦労及び工夫」等を学ぶ機会を創出している。また、その取組みが、

「地域を大切にする子ども」の育成となり、過疎化に歯止めがかかればと願ってい

る。

（５）隠岐郡隠岐の島町東郷地区

（担い手を核とし、集落をあげて農地を守る）

地域内での話し合いを基調とし、地区内の担い手に基幹的農作業の受委託を進め

るとともに、高齢者も、各自に合った農作業に携わるなど、地域全体で農地の荒廃

を防ぐ。

「認定農業者へ基幹的農作業の受委託及び、利用権設定」、「高齢者も、各自に

合った農作業に携わるような営農」を推進する。

担い手のみでなく、地域内の畜産農家が中心となり、飼料作物の作付けや、自己

保全農地の管理を行い、担い手の負担を軽減することで、取組みの継続を図る。

高齢化及び後継者不足により、年々、個々の農家は厳しい状況になっている。こ

れら問題について、集落内で話し合いや情報交換を行うことにより、問題の解決を

基調とした集落全体での営農推進を図る。

７．広島県

（１）府中市上下南地区

（交付金を耕作放棄地の管理・保全、集落法人設立に活用）

中山間地域等直接支払制度の協定を締結し、その交付金を活用した共同活動の取

組みによって、荒廃寸前にある耕作放棄地を管理・保全していった。

また、過疎化と高齢化、米価の低迷、耕作放棄地の発生等の現状を打破するため、

交付金を活用して、大型農業機械や施設を導入し、集落法人設立の一助とした。集

落協定面積３８haのうち、集落法人設立後、同法人に２５ha利用権設定。平成２０

年度は、本制度を活用して、次の４点に重点的に取り組んだ。①農道・水路等の保

全管理、圃場畦畔の管理（草刈・耕起） ②イノシシ等の被害を防ぐ方策の啓発、

防護施設設置 ③耕作放棄地の復旧に向けての草刈等保全活動 ④集落法人の運営

・活動に対する支援。

（２）尾道市戸田町高根地区

（制度を活用した非農家を含んだ集落全体での共同活動）

非農家と連携して、集落全体で水路・農道等の維持管理や鳥獣害防護柵の設置作
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業を実施。「イノシシ防護柵設置による農作物被害軽減（設置延長１５km）」、「高

付加値型農業の実践（高糖度系みかん等の新品種導入）」、「認定農業者の育成（当

初１４人→Ｈ２０年１８人）」

本制度を活用した集落の共同活動により、住民の団結力・連帯感が向上した。

８．愛媛県宇和島市

（農事組合法人を設立し、集落での大型機械の共同利用による効率化・低コスト化、

担い手への農地集積。景観作物の作付けも）

平成１９年に「農事組合法人はざめ」を設立。協定外農地を含む２３haで水稲の

作業受託や大豆栽培における大型機械の共同利用を実施。耕作放棄地の解消も図ら

れた。

また、急傾斜地が多いため畦畔が広く、草刈は時間的・労力的に大きな負担とな

っていたが、雑草の発生を抑制する植物を植えることで農家負担の軽減を推進し、

余剰分の労力・時間で景観作物の手入れや環境美化活動に取り組んだ。

９．高知県長岡郡大豊町

（厳しい営農条件下であるため、町は小規模圃場整備や稲作作業を受託する第３セク

ターを設立）

大豊町は、四国山地の中央部に位置し、急傾斜地（標高２００～８５０ｍ）に集

落と小規模な農地が点在しているが、一方高齢化、過疎化が深刻で、厳しい営農条

件下にある。

町は小規模圃場整備や稲作作業を受託する任意組合に、新たに遊休農地の解消や

新たな担い手の確保、更には地域農業と集落機能の維持を目的に、JAなどと出資し

て、第３セクター（株）大豊ゆとりファーム（専従：２名）を１９９６年に設立。

稲作の作業受託に併せて、自ら農地も直接支払（急傾斜地：２１，０００円/１

０ａ）を受けながら、生産活動にも取り組んでいるが、更には森林組合の作業道の

開設工事やユズ収穫作業を受託するなど、地域の農林業に寄与している。

１０．大分県

（１）別府市内成地区

（棚田の保全活動から小学校、大学、都市住民との交流活動に発展）

内成の棚田は、平成１１年に「日本の棚田百選」に認定されたことにより、平成

１３年１２月に「内成の棚田とむらづくりを考える会」が結成され、棚田の保全活

動が始まったが、活動となる予算がないため小規模な活動しかできない状況だった。

平成１７年度より中山間地域等直接支払制度（集落協定の締結）を取り組むことに

より棚田の保全活動が始まった。

休耕田の野焼き・草刈をはじめ、景観作物（菜の花・レンゲ）の作付、水路の改

修工事などが実施され、小学校の農業体験の受け入れやＡＰＵ（大学）との交流活

動などを始めた。都市住民との交流活動（オンパク）は定期的に実施されるように

なり、農家民拍（ホリデーハウス）や棚田オーナー制度など様々な活動が、地域住

民主導で運営されている。これらの活動は、毎月定例会で打ち合わせすることによ
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り、地域住民と連携した活動となっている。

（２）中津市山国町宇曽市平地区

（イノシシ・シカよけに防護柵を設置し、集落機能の維持と農用地保全）

少子・高齢化が進行する中、担い手不足が深刻となり、耕地利用率も徐々に減少

した。このため、前期対策では、農道舗装と担い手育成のための各種研修を行って

きた。新対策では、梨栽培農家を中心とした都市住民との交流を開催すること、新

規作物として飼料用イネの導入や集落内の認定農業者に対し農作業の委託を積極的

に進めることとしている。

また、協定者全員により、５年間で集落全体を取り囲む防護柵の設置を進めるこ

ととしている。

（３）宇佐市安心院町矢畑地区

（「集落の農地は集落で守る」を合言葉に、機械購入および獣害対策事業を実施）

平成１２年度まで生産調整が未達成の中、「集落の農地をどのように守っていく

か？」を命題に１３年度から集落協定を締結し農業生産活動を開始した。また、協

定の締結と併せて、集落営農組織を地域の担い手に位置づけ、機械装備の充実を図

るために機械の購入を行った。なお、平成１９年度は集落全体を鉄線柵で囲う獣害

対策事業を実施した。

Ⅱ．検証に基づく課題

現地で本事業に取り組むに当たり、以下の通り多くの課題が指摘されているが、大

まかに整理すれば以下の６点が重要な課題と考えられる。

１．現行制度の継続

２．要件緩和

３．交付金単価の引き上げ

４．事業期間について

５．交付金の返還について

６．事務手続きの簡素化

１．現行制度の継続

○中山間地域等直接支払制度も大きな成果を上げていることから、引き続き着実な

推進をはかられるよう支援されたい。（静岡県）

○制度終了（交付金が無くなること）による活動の減速、終息。（和歌山県）

○本制度は、農地の保全、農業生産活動に大きく貢献しており、継続実施されたい。

（鳥取県）



- 6 -

○集落協定を２つの集落で締結しているが、高齢化などで農地等を現状維持してい

くことも厳しくなりつつある。この制度を活用しているので、耕作放棄地などが

発生せず農地の保全や活用が出来ている。制度の継続をし、農地の現状維持だけ

でも、支払いを受けられるように検討してほしい。（島根県 A町）
○中山間地の農地保全等を多面的機能の確保に従っている制度であり、今後も継続

して頂きたい。（島根県 B市）
○中山間地域の農地保全と多面的機能の維持のため、平成２２年度以降も本制度の

継続が必要不可欠。（島根県 C市）
○制度の枠組みを維持した上で、地域の実情に応じて市町村の裁量範囲の拡大を望

む。（島根県 C市）
○現在、その取り組み方に応じ、体制整備単価もしくは基礎単価を用い、交付金が

支払われているが、地域の実情により、どうしても体制整備に取り組みことが出

来ず、やむを得ず、基礎単価でしか取り組めない地域が多い。今後の農地の保全、

維持を考えると、体制整備単価協定の推進は重視すべきである。（島根県 D 町）
○現在の水田の確保及び多面的機能の維持を考えると、基礎単価協定の継続も必要

と考える。（島根県 D町）
○これまで、体制整備単価協定に取り組んできた地域は、出来る限りの努力をして

きている。新制度においても、現行の体制整備単価及び基礎単価制度を求める。

（島根県 D町）
○体制整備単価の要件を満たした集落に対しては、今後もその単価を維持する。（島

根県 E町）
○体制整備単価集落が現在取り組んでいる活動要件を満たせば、時期対策において

も現在の単価の交付額としてほしい。（島根県 F市）
○来年度で期限切れとなる中山間地域等直接支払制度の継続を、県として国に対し

強く働きかけをお願いしたい。（広島県）

○地域等直接支払制度の継続は必要不可欠（大分県 A市）
○交付金事業は、中山間地域対策として大変効果が高いので、今後とも継続をお願

いしたい。（大分県 B市）

２．要件緩和

（１）農用地面積

○農用地面積の要件の緩和。小規模集落における農業生産活動についても制度の対

象となるよう、農用地面積の要件を緩和すること。（長野県）

○水田と混在する畑の要件の緩和。転作による米の生産調整が定着し、畑地化した

農用地が交付対象となるよう、一団の農用地内において水田と混在化した畑の傾

斜要件を緩和すること。（長野県）

○一団の農用地（１ ha）の要件の緩和（飛び地等）が必要である。（島根県 E 町）
○一団の農用地要件の緩和について。同一集落内でも国道や河川等で農道や水路が

分断された土地は一団の農用地に加えることができず、集落内での連携した取り

組みに支障を来している。このため、一団の農用地については、地域単位で１ｈ

ａ以上農地を集めれば対象となるよう改善されたい。（愛媛県）



- 7 -

○面積減少要件の設定について。農道の拡幅や集会所設置により対象農地面積が減

少した場合でも制度の適用対象となるよう措置を講じられたい。（愛媛県）

（２）地目・斜度

○傾斜の条件等の要件の緩和を望む。（静岡県）

○畑・田の交付単価の見直し（畑の引き上げ）（和歌山県）

○畑の中で傾斜果樹畑、普通畑等の区分け新設（和歌山県）

○地目区分について。樹園地では傾斜度による労働力を含めた生産コスト格差が高

く、その条件不利性は小麦を基準とする普通畑と大きく異なり、農業者から不満

の意見が強く出されている。このため、新たに「樹園地」区分を新設するなどの

生産コスト差を的確に反映した単価を設定されたい。（愛媛県）

○基準要件（１ ha 要件、傾斜・他目）は緩和すること。急峻で狭隘な農地の多い
立地では、地域の実態を踏まえ、少しでも多くの農用地保全・管理をできるよう

要件緩和を図られたい。（高知県）

○加入条件（面積条件）の見直し。基盤整備された農地であっても谷間には面積要

件で加入できない地区が多い。（大分県 B市）

（３）対象行為

○高齢化が進んだ集落が、他集落やＮＰＯと連携して行う農業生産活動等を、加算

措置の対象とすること。（岩手県）

○集落営農組織による活動に対する加算制度の創設。地域の実情に即した地域営農

組織による活動を推進するため、法人設立に至らない地域営農組織による活動に

対しても加算措置を講じること。（長野県）

○有害鳥獣対策に対する加算制度の創設。耕作放棄地の一因となっている有害鳥獣

による農作物被害の防止に積極的に取り組めるよう、有害鳥獣対策に対する加算

措置を講じること。（長野県）

○本制度を活用し、整備したイノシシ防護柵の維持管理、畦畔芝植栽等経費、不在

地主等の耕作放棄地の保全活動経費の捻出が困難。（広島県）

○本制度を活用し、整備した「防護柵」の維持管理と農地保全費がほしい（広島県）

（４）人材養成・人的支援

○集落においてリーダーがいないと事業推進できないので、指導員等の委嘱など支

援者等の助言が得られる体制の確立に向けた支援を望む。（愛知県）

○本来の個人補償と集落活動部分の施策的な分離（和歌山県）

○将来を見据えた次世代の人材育成と集落の将来像の明確化（広島県）

○今現在の農地をいかに維持管理していくかが大きな課題となっており、農家の現

状を考えた時に多くの取組み（様々な要件の達成）は無理がある。地域を守る活

動を行うと、そこに賛同する者や協力者が出てくる。そのほとんどボランティア

で行っているが、これらの人の交通費・弁当代・謝礼金等が出せるように事業内

容の改善を希望。（大分県 C市）
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（５）市町村の推進に当たって

○市町村推進事業の助成対象を拡充（新たな交付農用地の測量等）すること。（岩

手県）

○地方公共団体の負担実績に応じた地方交付税の交付など、財政支援を充実強化す

ること。（岩手県）

○農家戸数を算定単位として地方交付税措置されているが、協定面積を算定単位と

した地方交付税措置とされたい。（島根県 F市）
○市町村の財政負担軽減のため、農家戸数、協定面積を測定単位として地方交付税

措置を要望。（島根県 C市）
○市町村が行う集落協定推進のために、推進交付金の拡大を要望。（島根県 C 市）

３．交付金単価の引き上げ

○一農業者あたりの受給上限額（１００万円）の見直しを行うこと。（岩手県）

○単価の引き上げが必要である。（愛知県）

○交付金の単価水準の充実（鳥取県）

○交付金単価は引き上げること。作業要件の緩和等で交付単価を引き上げで、営農

活動に伴う農道・水路の維持がし易くなる。（高知県）

○体制整備単価の要件については、地域性などを踏まえ選択肢を広げる必要がある。

（島根県 E町）

４．事業期間について

○５年間の営農継続は、難しい地域も多いため、年度ごとに管理した結果に応じた

交付金支払いが行われる仕組みも一考されたい。（静岡県）

○協定期間が長い（５年）（愛知県）

○高齢化する農業者へ対応した施策。（５年間は長期間であるため、高齢農業者に

対して期間短縮などの特例措置等）（和歌山県）

○活動を５年間継続することが義務となっており、参加者の精神的負担となってい

る。（島根県 F市）
○高齢化の進行への対応について。現行制度では、５年間の耕作継続、参加者全員

の連帯責任を負う仕組みとなっているため、多数の高齢者が継続参加に消極的で

あり、非継続となった協定も発生している。このため、制度期間中に一定年齢以

上の者が申し出た場合に、制度から除外できる措置を講じられたい。（愛媛県）

○５年以上の継続活動は弾力的な運用とすること（高知県）

○高齢化や狭隘な農地で、高齢化が進む中、５年間以上の継続活動に不安があり、

弾力的な運用を図られたい。（高知県）

５．交付金の返還について

○連帯責任主義（一部に耕作放棄・転用等の違反があれば、集落全体で全額返還と

なり、他の協定参加者に迷惑をかける）の用件の為、将来の体制に少しでも不安

がある集落は、協定締結をためらい、制度推進の阻害要因となっている。したが
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って、事業拡大のためには要件の緩和が必要である。（愛知県）

○交付金返還命令の柔軟な対応。協定違反に対する全額遡及返還は、高齢化が進む

集落活動に大きなプレッシャー。集落維持や農地管理のための真にやむを得ない

場合の免責事由の拡大と柔軟な対応を要望する声が多く、制度運用の改善を検討

されたい。（鳥取県）

○交付金のうち体制整備（目標）分は、前払金方式ではなく、協定終了時の実績に

応じた支払に変更していただきたい。（一度、交付して使用された交付金を目標

が達成できない場合に返還してもらうことは、非常に困難です。（島根県 G 市）
○交付金の返還要件については、ある程度の要件緩和（転入者の宅地等）が望まれ

る。（島根県 F町）
○交付金の遡及返還は見直すこと（高知県）

６．事務手続きの簡素化

○事務の簡素化対策（協定者が行う事務処理の外部委託を可能とする等（和歌山県）

○集落における事務手続きの簡素化。役員の負担が大で、事務の簡素化を求める声

が多い。集落の高齢化が進む中、事務処理の簡素化を検討されたい。（鳥取県）

○事業の実績を確認する方法（提出書類・時期等）を「要領の運用」等に明記して

頂きたい。例）高付加価値農作物の確認方法（？）（島根県 G市）
○事務の簡略化（島根県 B市）
○地区の事務負担軽減のため、推進交付金の拡充を要望。（島根県 C市）
○支払時期の早期化（鳥取県）

○制度・事務手続きの簡素化について。制度の対象要件や活動要件等が複雑であり

書類作成等を含め参加者に大きな負担となっている。制度や書類作成等の簡素化

をお願いしたい。（愛媛県）

７．その他

○実施しなければならない活動が多く、整理・削減を求める。特に、基礎単価の交

付要件は、農地維持にかかわるもの（耕作放棄発生防止、水路・農道の維持管理）

に限定すべきである。（愛知県）

○高齢化が進む中、山際の条件の悪い土地は、農地として管理・耕作する余裕がな

い。耕作を継続したくても、地域として、手が届かないのが現実。（広島）

○米の生産調整とのリンクは止めること。高齢化や狭隘な営農立地の実態から、農

業生産活動を維持しながら耕作放棄地の発生防止や多面的機能の確保と米の生産

調整との整合性を図ることが難しい。（高知県）

○交付金の非課税化を検討すること。非課税により、取組みに理解が得やすくなり、

協定が容易になる。（高知県）
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Ⅲ．中長期的な検討に向けて

○「高齢化の極限化」及び「現場からの要望」（畑作（特に果樹園）地帯からの要望）

と現行制度との間の乖離が拡大し制度の維持存続が困難になりつつあるのではない

か。

○「食料・農業・農村基本法第３５条」の前提の変化とギャップが発生（「中山間地

域等においては、～農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行う～」）

していると認識。

○高齢化（基幹的農業従事者のうち 65歳以上が約６割）、農業所得（農業純正産）半
減、販売農家数３分の２に減少は基本法制定並びに制度発足時の状況から情勢が大

きく変化。

○政策理念と目的の見直し

■理念：中山間地域の集落・農業生産の維持・継続→再構築・再編成

■目的：条件不利補正→中山間地域の国土形成・維持に果たす役割の評価










